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それぞれの学校において，必要な学習内容をどのように学び，どのような資質・能力を身に付け

られるようにするのかを教育課程において明確にしながら，社会との連携及び協働によりその実現

を図っていく 「社会に開かれた教育課程」を目指すことが示された。，

－ 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて －

１ 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ，よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創

るという目標を持ち，教育課程を介してその目標を社会と「共有」していくこと。

２ これからの社会を創り出していく子どもたちが，社会や世界に向き合い関わり合い，

自らの人生を切り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを，教育課程におい

て「明確化」し育んでいくこと。

３ 教育課程の実施に当たって，地域の人的・物的資源を活用したり，放課後や土曜日等

を活用した社会教育との連携を図ったりし，学校教育を学校内に閉じずに，その目指す

ところを社会と「共有・連携」しながら実現させること。

－ 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた取組 －

１ 目標を社会と「共有」

学校関係者（教員と教育委員会職員）に加え，保護者や地域住民組織の代表者，学識経験・

本指針の活用を図る。者，企業関係者で構成した懇談会を設置して協議・作成した

・ 中学校区の小・中学校だけでなく，保護者や地域とも目標や地域素材・人材などを共有して

取組を進めることができるよう 「小中連携・一貫教育推進プラン実践シート」を作成した。，

また，本シートはリーフレット形式にして，保護者や地域にも配付して活用する。

・ 児童生徒や学校を取り巻く複雑化，多様化した状況に対応するため，学校と地域が力を合わ

せて児童生徒を育むコミュニティ・スクールを全小・中学校に導入を予定している。

， 「 」 「 」。・ 各教科等について 義務教育９年間で 何を学ぶか を分かりやすく示した 学びの地図

， （ ） ， ，児童生徒や保護者 地域の方々が教育内容 本市のスタンダード を理解し 学びを進めたり

教育活動に参画したりするために活用できるようにする。

旭川市

あさひかわラーニングマップ

旭川市立小・中学校教育課程編成の指針

旭川市小中連携・一貫教育推進プラン

中央教育審議会答申 Ｐ１９，２０

各教科等編 資料編２

コミュニティ・スクールの推進

Ⅰ 社会に開かれた教育課程の実現

第２章 旭川市の子どもを育む教育
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２ 求められる資質・能力を「明確化」

・ 本指針で，旭川市の目指す子ども像として「育成を目指す資質・能力」を示す。

３ 教育課程の実施に当たって，社会と「共有・連携」

・ 各学校の特色ある教育活動の充実に資するため，教育課程の実施に必要な人材の活用を促進

し，学校が保有している情報を整理したり，市民からの情報を収集したりするなどして人材リ

ストを作成し，全小・中学校に配付する。

・ 本指針における各教科等の年間指導計画に，人材リスト・施設リストの活用を位置付ける。

・ 教育活動人材活用促進事業の人材リストに，環境部などの関係部局やＮＰＯ法人，旭川市Ｐ

ＴＡ連合会と連携して集約した人材リストの情報を加えて 「あさひかわ子どもの学び人材リ，

スト」を作成する。また，市有施設の教育機能及び学校における活用状況等について，各学校

「あさひかわ子どものの教育活動に活用できるよう，教科・領域等を示した一覧にまとめて，

」 。学び施設リスト を作成する

１ 目標を社会と「共有」

本校では，…

２ 求められる資質・能力を「明確化」

本校では，…

３ 教育課程の実施に当たって，社会と「共有・連携」

本校では，…

資料編６ 「あさひかわ子どもの学び人材リスト」
資料編７ 「あさひかわ子どもの学び施設リスト」

本 校

教育活動人材活用促進事業（人材リスト）

旭川市立小・中学校教育課程編成の指針

地域の教育資源（人材，施設等）の活用

旭川市立小・中学校教育課程編成の指針
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学校全体として，児童生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育内容や時間の配分，必要な

， ， ，人的・物的体制の確保 教育課程の実施状況に基づく改善などを通して 教育活動の質を向上させ

学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメントに努めることが示された。

－ カリキュラム・マネジメントの「三つの側面」 －

１ 児童生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教

育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと。

２ 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと。

３ 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともに，その改善を図っ

ていくこと。

学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を定めることが示された。

－ 児童生徒や学校，地域の実態の適切な把握等 －

各種調査結果やデータ等に基づき，児童生徒の姿や学校及び地域の現状を定期的に把

握したり，保護者や地域住民の意向等を的確に把握した上で，学校の教育目標など教育

課程の編成の基本となる事項を定めていくことが求められる。

カリキュラム・マネジメントを効果的に進めるために，何を目標として教育活動の質の向上を図っ

ていくのかを明確にすることが重要であり，教育課程の編成の基本となる学校の経営方針や教育目

標を明確にし，家庭や地域とも共有していくことが示された。

－ 教育課程に基づき組織的かつ計画的に取組を進めるために －

教育課程の編成を含めたカリキュラム・マネジメントに関わる取組を，学校の組織全

体の中に明確に位置付け，具体的な組織や日程を決定していくことが重要となる。校長

の方針の下，校内の組織及び各種会議の役割分担や相互関係を明確に決め，職務分担に

応じて既存の組織を整備，補強したり，新たな組織を設けたりすること，また，分担作

業やその調整を含めて，各作業ごとの具体的な日程を決めて取り組んでいくことが必要

である。

小学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ３９
中学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４０

１ 児童生徒や学校，地域の実態を適切に把握すること

小学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４０
中学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４１

小学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４０，４１
中学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４１

カリキュラム・マネジメントの三つの側面を通して，教育課程に基づ２
とき組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図っていくこ

Ⅱ カリキュラム・マネジメントの充実
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各学校においては，教科等間のつながりを意識して教育課程を編成することが示された。

－ 教育課程の編成に当たって －

１ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成を教育課程の中で適切に位置付けて

いくこと。

２ 総合的な学習の時間において教科等の枠を越えた横断的・総合的な学習が行われる

ようにすること。

各学校においては，改善方針を立案して実施していくことが示された。

－ 教育課程の評価・改善に当たって －

１ 各種調査結果やデータ等を活用して，児童生徒や学校，地域の実態を定期的に把握

し，そうした結果等から教育目標の実現状況や教育課程の実施状況を確認し分析して

課題となる事項を見いだし，改善方針を立案して実施すること。

２ 学校評価と関連付けながら実施すること。

各学校においては，地域でどのような子どもを育てるのかといった目標を共有し，地域とともに

ある学校づくりを一層効果的に進めていくことが示された。

－ 教育課程の実施に当たって －

１ 人材や予算，時間，情報といった人的又は物的な資源を，教育の内容と効果的に組

み合わせていくこと。

２ 学校規模，教職員の状況，施設設備の状況などの人的又は物的な体制の実態を十分

考慮すること。

３ 教師の指導力，教材・教具の整備状況，地域の教育資源や学習環境（近隣の学校，

社会教育施設，児童生徒の学習に協力することのできる人材等）などについて具体的

に把握して，教育課程の編成に生かすこと。

小学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４１，４２
中学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４２

小学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４２
中学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４３

（１）教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視
点で組み立てていくこと

（2）教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと

（３）教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにそ
の改善を図っていくこと

小学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４１
中学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ４２
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－ カリキュラム・マネジメントに関わる本市の取組及び学校の取組例 －

《側面１ 教科等横断的な視点》

各教科等の単元・題材等の実施時期や内容など年間指導計画を表にまとめる。・ 学校行事や

・ 道徳科を中心に，各教科・領域や行事等との関連を年間レベルで１枚の表にまとめる。

小学校入学段階における学習面や精神面の自立を図るための「生活科」を中心した合科・・

関連的な指導及び授業時間の弾力化等の工夫を図る。

・ 小学校６年生から中学校１年生への接続をスムーズにするため，道徳科や特別活動を中心と

した授業改善，単元末テストからより中期・長期の評価テストへの移行などの工夫，教科担任

制やホームルームなど指導面の工夫を図る。

・ 本指針各教科等編の年間指導計画例において 「情報活用能力」を教科等横断的に育む視点，

を位置付ける。

《側面２ 実施状況の評価・改善の視点》

・ 全国学力・学習状況調査結果，標準学力検査，知能検査，道徳性検査，スポーツテスト，子

ども理解支援ツール「ほっと ，学級集団アセスメントＱ－Ｕ等を活用して，実態を客観的に」

把握・分析し改善方針を立案・実施する。

・ 各学校が，校内の取組を通して比較的短期で改善できるもののほか，教育委員会が主体とな

， ，って長期的な改善を図ることが必要なものもあることから 学校訪問指導や諸調査等に基づき

指導・助言や支援を行う。

《側面３ 人的・物的な体制の確保の視点》

小中接続カリキュラム

「生活科 「総合的な学習の時間」年間指導計画」，

教育活動概要マップ

道徳教育全体計画別葉

スタートカリキュラム

教育活動人材活用促進事業（人材リスト）

学校評価の報告，諸調査等の結果を踏まえた指導・助言及び支援

各種調査結果やデータ等の活用

資料編６ 「あさひかわ子どもの学び人材リスト」
資料編７ 「あさひかわ子どもの学び施設リスト」
資料編８ 「各教科等で利用できる市有文化施設一覧」

旭川市

あさひかわ子どもの学び人材リスト

あさひかわ子どもの学び施設リスト

各教科等編 資料編３「年間指導計画例」

旭川市立小・中学校教育課程編成の指針

各教科等において活用可能な市有文化施設一覧

資料編９ スタートカリキュラムの編成
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－ 本校における「カリキュラム・マネジメント」 －

１ 児童生徒や学校，地域の実態の適切な把握

本校では，…

２ カリキュラム・マネジメントの三つの側面に基づく教育活動の質の向上

側面１ 教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組

み立てていくこと

本校では，…

側面２ 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと

本校では，…

側面３ 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善

を図っていくこと

本校では，…

本 校



- -28

知・徳・体にわたる「生きる力」を子どもたちに育むために「何のために学ぶのか」という各教

科等を学ぶ意義を共有しながら，授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していくことが

できるようにするため，全ての教科等の目標及び内容を「知識及び技能 「思考力，判断力，表現」，

力等 「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱で再整理したことが示された。」，

－ 育成を目指す資質・能力の「三つの柱」 －

１ 知識及び技能が習得されるようにすること。

～ 何を理解しているか，何ができるか ～

２ 思考力，判断力，表現力等を育成すること。

～ 理解していること・できることをどう使うか ～

３ 学びに向かう力，人間性等を涵養すること。

～ どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか ～

「知識及び技能」に関する考え方は，確かな学力のみならず「生きる力」全体を支えるものであ

ることから，各教科等において育成することを目指す「知識及び技能」とは何かが，発達の段階に

応じて学習指導要領において明確にされたことが示された。

－ 「知識及び技能」に関する考え方 －

各教科等の指導に当たっては，学習に必要となる個別の知識については，教師が児童生

徒の学びへの興味を高めつつしっかりと教授するとともに，深い理解を伴う知識の習得に

つなげていくため，児童生徒がもつ知識を活用して思考することにより，知識を相互に関

連付けてより深く理解したり，知識を他の学習や生活の場面で活用できるようにしたりす

るための学習が必要となる （中略）。

技能についても同様に，一定の手順や段階を追っていく過程を通して個別の技能を身に

付けながら，そうした新たな技能が既得の技能等と関連付けられ，他の学習や生活の場面

でも活用できるように習熟・熟達した技能として習得されるようにしていくことが重要と

なるため，知識と同様に「主体的・対話的で深い学び」が必要となる。

児童生徒が「理解していることやできることをどう使うか」に関わる「思考力，判断力，表現力

等」は，社会や生活の中で直面するような未知の状況の中でも，その状況と自分との関わりを見つ

めて具体的に何をすべきか整理したり，その過程で既得の知識や技能をどのように活用し，必要と

なる新しい知識や技能をどのように得ればよいのかを考えたりするなどの力であり，学校教育法に

おいて 「思考力，判断力，表現力等」とは 「知識及び技能」を活用して課題を解決するために必， ，

要な力と規定されていることが示された。

小学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ３６，３７
中学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ３６，３７

１ 知識及び技能が習得されるようにすること

２ 思考力，判断力，表現力等を育成すること

Ⅲ 育成を目指す資質・能力の明確化
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－「知識及び技能を活用して課題を解決する」三つの過程－

１ 物事の中から問題を見いだし，その問題を定義し解決の方向性を決定し，解決方法を

探して計画を立て，結果を予測しながら実行し，振り返って次の問題発見・解決につな

げていく過程

２ 精査した情報を基に自分の考えを形成し，文章や発話によって表現したり，目的や場

面，状況等に応じて互いの考えを適切に伝え合い，多様な考えを理解したり，集団とし

ての考えを形成したりしていく過程

３ 思いや考えを基に構想し，意味や価値を創造していく過程

「どのように社会や世界と関わり，よりよい人生を送るか」に関わる「学びに向かう力，人間性

等」は 「知識及び技能」と「思考力や判断力，表現力等」をどのような方向性で働かせていくか，

を決定付ける重要な要素であることが示された。また，児童生徒の情意や態度等に関わるものであ

ることから，他の二つの柱以上に，児童生徒や学校，地域の実態を踏まえて指導のねらいを設定し

ていくことが重要となることが示された。

－ 情意や態度等を育んでいくために －

これまでの我が国の学校教育の豊かな実践を生かし，体験活動を含めて，社会や世界と

の関わりの中で，学んだことの意義を実感できるような学習活動を充実させていくことが

重要となる。教育課程の編成及び実施に当たっては，児童生徒の発達の支援に関する事項

も踏まえながら，学習の場でもあり生活の場でもある学校において，児童生徒一人一人が

， 。その可能性を発揮することができるよう 教育活動の充実を図っていくことが必要である

小学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ３８，３９
中学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ３８，３９

小学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ３７，３８
中学校学習指導要領解説「総則編」 Ｐ３７，３８

３ 学びに向かう力，人間性等を涵養すること

「 」資料編１０ 思考･判断･表現の過程
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－ 「育成を目指す資質・能力」と旭川市の目指す子ども像 －

本市の各学校においては，以下の事項を参考に 「学校として育成を目指す資質・能力」を設定，

することとする。

， 。１ 学校として育成を目指す資質・能力の設定に当たっては 次の目標や資質・能力を参考にする

（１） 学校の教育目標・年度の重点目標

（２） 児童生徒の実態

※児童生徒の実態については，全国学力・学習状況調査等の結果を分析したものや，日常

の授業評価等から職員全員でＫＪ法などにより明らかにしたものを参考にする。

自ら考え，仲間とともに学ぶ子ども

自分と仲間を愛し，心豊かな子ども

心身ともにしなやかでたくましい子ども

総合的にとらえて構造化

《未来の創り手となる「学びに向かう力，人間性等」の涵養》
ーどのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るかー

１ 主体的に学習に取り組む態度を養うこと

２ 自己の感情や行動を統制する力を身に付けること

３ よりよい生活や人間関係を自主的に形成する態度を養うこと

４ 多様性を尊重する態度や互いのよさを生かして協働する力を身に付けること

５ 持続可能な社会づくりに向けた態度を養うこと

６ リーダーシップやチームワーク，感性，優しさや思いやりなどを涵養すること

《知識及び技能を活用して課題を
解決する「思考力，判断力，表
現力等」の育成》

ー理解していること，できることをどう使うかー
１ 物事の中から問題を見いだし，その問
題を定義し解決の方向性を決定し，解決
方法を探して計画を立て，結果を予測し
ながら実行し，振り返って次の問題発見・
解決につなげていくこと
２ 精査した情報を基に自分の考えを形成
し，文章や発話によって表現したり，目
的や場面，状況等に応じて互いの考えを
適切に伝え合い，多様な考えを理解した
り，集団としての考えを形成したりして
いくこと
３ 思いや考えを基に構想し，意味や価値
を創造していくこと

《 ，児童生徒の発達の段階に応じた
基礎的・基本的な「知識及び技
能」の確実な習得》
ー何を理解しているか，何ができるかー

１ 知識や技能の質や量を高め，思考や判

断，表現等を深めることや社会・世界と

自己との多様な関わり方を見いだしてい

くこと

２ 思考や判断，表現等を伴う学習活動や

社会や世界との関わりの中で学ぶことへ

の興味を高める学習活動等により，児童

，生徒の知識や技能を確かなものとしたり

新たな知識や技能を習得すること

旭川市

旭川市の目指す子ども像

学校における育成を目指す資質・能力の設定
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（３） 学習指導要領で示されている教科等横断的な視点で育成を目指す資質・能力

① 各教科等の枠組みを踏まえて育成する資質・能力

・知識及び技能

・思考力，判断力，表現力等

・学びに向かう力，人間性等

② 学習の基盤となる資質・能力

・言語能力

・情報活用能力

・問題発見・解決能力 など

③ 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力

・健康・安全・食に関する力

・主権者として求められる力

・新たな価値を生み出す豊かな創造性

・グローバル化の中で多様性を尊重するとともに，現在まで受け継がれてきた我が国

固有の領土や歴史について理解し，伝統や文化を尊重しつつ，多様な他者と協働し

ながら目標に向かって挑戦する力

・地域や社会における産業の役割を理解し，地域創生等に生かす力

・自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくる力

・豊かなスポーツライフを実現する力

２ 学校として育成を目指す資質・能力については，以下のような設定の仕方が考えられる。

（１） 学校教育目標の「知・徳・体」に沿って，学校として育成を目指す３つの資質・能力を設

定する。

例１ ○ 思いを表現する力 （知）

○ 相手の気持ちを考える力 （徳）

○ 主体的に体力を向上させようとする態度 （体）

（２） 学習指導要領の柱「知識・技能 「思考力・判断力・表現力等 「学びに向かう力・人間性」 」

等」に沿って，３つの重点・資質能力を設定する。

例２ ○ 根拠を基に自分の思いを表現する力

○ 問題を見つけ，解決方法を考える力

○ 問題を解決するために粘り強く取り組む態度

（３） 「学習の基盤となる資質・能力」から選択して，学校として育成を目指す資質・能力を設

定する。

例３ ○ 言語能力

○ 情報活用能力

（４） 「学習の基盤となる資質・能力」や「現代的諸課題に対応して求められる資質・能力」や

「ＳＤＧｓの１７のゴール」などから選択して，学校として育成を目指す資質・能力を設定

する。

例４ ○ 問題発見・解決能力（学習の基盤となる資質・能力）

○ 主権者として求められる力（現代的諸課題に対応して求められる資質・能力）

○ 批判的に考える力（ＥＳＤの７つの能力・態度の１つ）

（５） その他

・上記（１）から（４）は，例として２～３つの学校として育成を目指す資質・能力を設

定しているが，学校の実態に応じて，設定する学校として育成を目指す資質・能力の数

を決めることが大切である。また，上記のように２～３つに分けずに，１文で，表現す

ることも考えられる。

・上記（１）から（４）の設定の仕方を組み合わせて設定することや，上記以外の設定の

仕方も考えられる。
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本校では，法令で定められている教育の目的や目標などに基づき，児童生徒や学校，地域の実態

に即し，学校教育全体や各教科等の指導を通して育成を目指す資質・能力（学校として育成を目指

す資質・能力）を次のとおり設定した。

－ 学校として育成を目指す資質・能力 －

○

○

○

本 校


